
平成２３年度 復興交付金事業等

農林水産省
※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい （単位：千円）

交付対象事業費
(b)

交付対象事業費のうち、特
定市町村又は特定都道県
以外の者が負担する額を

減じた額
(c)

うち交付金交付額
基幹事業の場合

（d）=a×b＋(c-a×b)/2
効果促進事業等の場合

（d）=0.8c

年度間
調整額
（国費）

(e)

調整後の
交付金
交付額
(f)=d-e

(537,700) (537,700) (403,275)

0 0

＜537,700＞ ＜537,700＞ ＜403,275＞

(395,500) (395,500) (296,625)

0 0

＜395,500＞ ＜395,500＞ ＜296,625＞

(10,500) (10,500) (7,875)

0 0

＜10,500＞ ＜10,500＞ ＜7,875＞

(5,800) (5,800) (4,350)

0 0

＜5,800＞ ＜5,800＞ ＜4,350＞

(54,000) (54,000) (40,500)

0 0

＜54,000＞ ＜54,000＞ ＜40,500＞

(1,003,500) (1,003,500) (752,625) (0) (0)

0 0 0 0 0

＜1,003,500＞ ＜1,003,500＞ ＜752,625＞ ＜0＞ ＜0＞

岩手県 担当者氏名

田野畑村 メールアドレス

（注１）「事業番号」は、基幹事業については、「（制度要綱別表の番号）-（同一事業計画中の同種の事業の通し番号）」、効果促進事業等については、「◆（最も関連する基幹事業の事業番号）－（最も関連する基幹事業ごとの通し番号）」となるよう記載する。

（注２）「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

（注３）「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。（制度要綱第２の１の(３）におけるｂと同様）

（注４）基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、（c）欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額を減じた額を、（d）欄には基金からの取崩額を記載する。

（注５）「年度間調整額」の（国費）（e）は、前年度に制度要綱第１の７の④に該当した場合に記載する。

（注６）上段（　）書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段＜　＞書きについては、自動計算される。

木村　恭平

市町村名 電話番号 0194-34-2111(内線69) k-kimura@vill.tanohata.iwate.jp

合計額

都道県名 担当部局名 復興対策課

 村  間接 1/2  平井賀漁港（平井賀地区）施設機能強化事業  平井賀地区  県  3  20   C  -   6  -

  C  -   6  -

 村

 平井賀漁港（羅賀地区）施設機能強化事業  羅賀地区  県  村  間接 1/2

1/2

19   C  -   6  -   2   

  机漁港施設機能強化事業  机地区  県  村  間接18

 間接 1/2

16   C  -   5  -   2

  1    平井賀漁港地区漁業集落防災機能強化事業  羅賀地区  県15   C  -   5

  島越漁港地区漁業集落防災機能強化事業  島越地区  県

（様式１－４）

田野畑村 復興交付金事業計画

省庁名： 令和３年１月時点

No.
事業番号

（注１）
事業名
（注２）

地区名
施設名

交付
団体

 -

 間接 1/2

事業
実施
主体

直接／間接

基本
国費率

（a）
（注３）

当該年度（注４） 年度間調整額（注５）
（該当する場合のみ記載）

備　考

  1  

 

 村

【他事業へ流用】平成25年3月29日、第7回提出
・流用先：Ｃ-6-2　平井賀漁港（羅賀地区）施設機能
強化事業
・流用額：[H23]工事費1,987千円（国費：1,491千円）
・流用後交付対象事業費：8,513千円（国費6,384千
円）

【他事業より流用】平成25年3月29日、第7回提出
・流用元：Ｃ-6-1　机漁港施設機能強化事業より
[H23]工事費1,987千円（国費：1,491千円）、Ｃ-6-3
平井賀漁港（平井賀地区）施設機能強化事業より
[H23]工事費1,180千円（国費：884千円）流用。
・流用額：[23]工事費3,167千円（国費2,375千円）
・流用後交付対象事業費：8,967千円（国費：6,725千
円）

Ｈ25以降は直接交付。（Ｈ25以降№49事業に移行）
【他事業へ流用】平成25年3月29日、第7回提出
・流用先：Ｃ-6-2　平井賀漁港（羅賀地区）施設機能強化
事業
・流用額：[H23]工事費1,180千円（国費：884千円）
・流用後交付対象事業費：[H23]85,220千円（国費：63,915
千円）
【他事業から流用】  令和3年1月12日、第28回提出
・流用元：C-5-1　平井賀漁港地区漁業集落防災機能強
化事業
・流用額：[H32]工事費5,295千円（国費：3,970千円）
・流用後交付対象事業費：[H32]90,515千円（国費：67,886
千円）



平成２４年度 復興交付金事業等

農林水産省
※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい （単位：千円）

交付対象事業費
(b)

交付対象事業費のうち、特
定市町村又は特定都道県
以外の者が負担する額を

減じた額
(c)

うち交付金交付額
基幹事業の場合

（d）=a×b＋(c-a×b)/2
効果促進事業等の場合

（d）=0.8c

年度間
調整額
（国費）

(e)

調整後の
交付金
交付額
(f)=d-e

(72,000) (72,000) (54,000)

0 0

＜72,000＞ ＜72,000＞ ＜54,000＞

(30,000) (30,000) (24,000)

0 0

＜30,000＞ ＜30,000＞ ＜24,000＞

(2,000) (2,000) (1,600)

0 0

＜2,000＞ ＜2,000＞ ＜1,600＞

(719,000) (719,000) (539,250)

0 0 0

＜719,000＞ ＜719,000＞ ＜539,250＞

(1,985,770) (1,985,770) (1,489,327)

0 0 0

＜1,985,770＞ ＜1,985,770＞ ＜1,489,327＞

(1,279,500) (1,279,500) (959,625)

0 0 0

＜1,279,500＞ ＜1,279,500＞ ＜959,625＞

(141,000) (141,000) (112,800)

0 0

＜141,000＞ ＜141,000＞ ＜112,800＞

 ◆  C  村

  1  

 間接

 県

 間接 1/2  島越漁港地区漁業集落防災機能強化事業  島越地区  県  村

4/5  1  観光船発着施設整備事業  島越地区

 机浜番屋群再生事業

4  ◆  C  -   2  -

16   C  -   5  -

15   C  -   5  -

5   C  -   7

3  ◆  C  -   2  -   1

  1  2   C  -   2  -

（様式１－４）

田野畑村 復興交付金事業計画

省庁名： 令和３年１月時点

No.
事業番号

（注１）
事業名
（注２）

地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接／間接

基本
国費率

（a）
（注３）

当該年度（注４） 年度間調整額（注５）
（該当する場合のみ記載）

備　考

 直接 1/2 村

 サケふ化場整備事業  明戸地区  村  村

 机地区  村

  1  机浜番屋群等再生事業  机地区  村  村

 

 直接 1/2

4/5

  1   

 村  間接 1/2  平井賀漁港地区漁業集落防災機能強化事業  羅賀地区

  1

  2

 -

 県

 直接 4/5 -

  2  ジオツーリズム推進事業  沿岸部  村  村  直接 -

 -   5  -   2  -

 

17

【他事業へ流用】  令和3年1月12日、第28回提出
・流用先：C-6-3　平井賀漁港（平井賀地区）施設機
能強化事業
・流用額：[H24]5,294千円（国費：3,970千円）
・流用後交付対象事業費：[H32]2,518,176千円（国
費：1,888,632千円）

【他事業へ流用】平成26年4月1日、第8回提出
・流用先：C-2-1 机浜番屋群再生事業（机地区）流
用額：〔H26〕工事費21,000千円（国費15,750千円）、
Ｃ-2-2　野外活動交流促進施設整備事業（明戸地
区）流用額：〔H26〕工事費5,000千円（国費：3,750千
円）
・流用後交付対象事業費：693,000千円（国費：
519,750千円）

【他事業へ流用】平成31年1月11日、第23回提出
・流用先：C-7-4 羅賀地区水産業共同利用施設復
興整備事業
・流用額：〔H24〕20,000千円（国費15,000千円）
・流用後交付対象事業費：673,000千円（国費：
504,750千円）

【他事業へ流用】令和元年10月7日、第25回提出
・流用先：Ｃ-2-3　農林水産物販売施設整備事業
（菅窪地区）
・流用額：[24]事業費7,968千円（国費：5,976千円）
・流用後交付対象事業費：665,032千円（国費：
498,774千円）



(32,400) (32,400) (24,300)

0 0 0

＜32,400＞ ＜32,400＞ ＜24,300＞

(40,000) (40,000) (32,000)

0 0 0

＜40,000＞ ＜40,000＞ ＜32,000＞

(13,000) (13,000) (10,400)

0 0 0

＜13,000＞ ＜13,000＞ ＜10,400＞

(12,000) (12,000) (9,600)

0 0 0

＜12,000＞ ＜12,000＞ ＜9,600＞

(18,000) (18,000) (14,400)

0 0 0

＜18,000＞ ＜18,000＞ ＜14,400＞

(4,500) (4,500) (3,600)

0 0 0

＜4,500＞ ＜4,500＞ ＜3,600＞

(21,000) (21,000) (15,750)

0 0 0

＜21,000＞ ＜21,000＞ ＜15,750＞

(1,845,744) (1,845,744) (1,476,595)

0 0 0

＜1,845,744＞ ＜1,845,744＞ ＜1,476,595＞

(6,215,914) (6,215,914) (4,767,247) (0) (0)

0 0 0 0 0

＜6,215,914＞ ＜6,215,914＞ ＜4,767,247＞ ＜0＞ ＜0＞

岩手県 担当者氏名

田野畑村 メールアドレス

（注１）「事業番号」は、基幹事業については、「（制度要綱別表の番号）-（同一事業計画中の同種の事業の通し番号）」、効果促進事業等については、「◆（最も関連する基幹事業の事業番号）－（最も関連する基幹事業ごとの通し番号）」となるよう記載する。

（注２）「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

（注３）「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。（制度要綱第２の１の(３）におけるｂと同様）

（注４）基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、（c）欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額を減じた額を、（d）欄には基金からの取崩額を記載する。

（注５）「年度間調整額」の（国費）（e）は、前年度に制度要綱第１の７の④に該当した場合に記載する。

（注６）上段（　）書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段＜　＞書きについては、自動計算される。

【他事業へ流用】令和元年10月7日、第25回提出
・流用先：Ｃ-2-3　農林水産物販売施設整備事業
（菅窪地区）
・流用額：[24]事業費349千円（国費：279千円）
・流用後交付対象事業費：4,151千円（国費：3,321千
円）

市町村名 電話番号 0194-34-2111

合計額

都道県名 担当部局名 政策推進課　復興対策班

 直接42  ☆  F  -   1  -

 

 村  直接 4/5  1  サケ稚魚運搬車整備事業  明戸地区  村

 直接 1/2  水産荷捌き施設整備事業  島越地区  村  村

4/5  1  漁業集落復興効果促進事業  田野畑村  村  村

35   C  -   7  -   2

  1  -34  ◆  C  -   7  -

 防災まちづくり拠点施設整備事業  菅窪地区  村  村  直接 4/5

4/5

33  ◆  C  -   5  -   2  -   3

  2  島越地区コミュニティセンター整備事業  島越地区  村  村  直接32  ◆   2  -

 -

 村  直接

31  ◆  C  -   5  -   1

  1  -   1  観光交流物産施設整備事業  羅賀地区  村30  ◆  C

4/5

 間接 1/2

4/5

 村

20   C  -   6  -   3   

 -   5

  2  羅賀地区コミュニティセンター整備事業  羅賀地区  村

 平井賀漁港（平井賀地区）施設機能強化事業  平井賀地区

 直接

 県  村

 C  -   5  -

 -   1

 -


